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仕
事
と
消
防
団　
２
つ
の
顔

　
消
防
団
は
、
そ
れ
ぞ
れ
市
町
村

に
設
置
さ
れ
る
消
防
機
関
で
す
。

そ
し
て
消
防
団
員
は
、
普
段
仕
事

を
持
ち
働
い
て
い
る
人
が
、
火
災

や
災
害
発
生
の
際
に
自
宅
や
職
場

か
ら
現
場
へ
駆
け
つ
け
消
火
活

動
・
救
助
活
動
を
行
う
、
非
常
勤

特
別
職
の
地
方
公
務
員
で
す
。
そ

の
活
動
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
側
面

を
持
ち
、
団
員
た
ち
の
地
域
愛
の

精
神
に
支
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
活
動
は
多
岐
に
渡
る

　
消
防
団
の
活
動
は
、
火
災
時
の

消
火
活
動
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

地
震
や
風
水
害
が
発
生
す
れ
ば
救

助
・
救
出
に
向
か
い
、
河
川
の
氾

濫
や
堤
防
の
決
壊
を
防
ぐ
た
め
土

の
う
を
積
み
ま
す
。
幅
広
い
災
害

へ
の
対
応
力
が
求
め
ら
れ
る
た
め
、

団
員
た
ち
は
日
々
訓
練
を
積
ん
で

い
ま
す
。

　
４
月
に
発
生
し
た
熊
本
地
震
で

は
、
消
防
団
員
が
災
害
救
助
に
向

か
う
姿
や
、
空
き
巣
被
害
を
防
ぐ

た
め
防
犯
活
動
を
行
う
な
ど
、
そ

の
活
躍
が
注
目
さ
れ
ま
し
た
。
大

規
模
災
害
が
発
生
す
る
と
、
公
的

機
関
だ
け
で
行
う
救
助
活
動
に
は

限
界
が
あ
り
ま
す
。
地
域
の
実
情

を
知
り
、
災
害
が
起
こ
れ
ば
即
座

に
現
場
に
向
か
う
消
防
団
は
大
き

な
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
火
災
予
防
や
自
宅
を
訪

問
し
て
の
防
災
啓
発
な
ど
の
活
動

も
行
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
活

動
は
、
地
域
の
消
防
・
防
災
力
の

向
上
や
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の

活
性
化
に
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。

　
災
害
対
応
か
ら
地
域
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
の
維
持
と
、
幅
広
く
活
躍
す

る
消
防
団
は
地
域
防
災
に
欠
か
せ

な
い
存
在
で
す
。

消防団、それは地域力
Volunteer Fire Corps

大規模災害発生時、行政・消防だけで地域全域の救助に向かうことには限界があります。
そんなとき、試されるのは地域の力。

災害時に地域力の根幹を支えてくれる人たち―それが消防団です。

主な消防団行事
時期 行事
４月 辞令交付式

５月
新入団員研修、普通救命講
習、利根川水系連合・総合
水防演習視察

６月 幹部人権問題研修、土砂災
害全国統一防災訓練

７月
幹部県外研修、坂東上流水
害予防組合水防技術講習会、
消防団員基礎教育

９月 住宅用火災警報器設置推進
指導員研修、総合防災訓練

10月 児玉方面隊特別点検

11月
秋季全国火災予防運動、金
鑚神社火鑚祭、本庄方面隊
特別点検

12月 歳末特別警戒

１月
出初式、幹部教育初級幹部科､
幹部教育指揮幹部科現場指
揮課程

２月
安全安心まちづくり研修会、
基礎教育研修、幹部教育指
揮幹部科分団指揮課程

３月 春季全国火災予防運動

　消防署と消防団は、災害に対する防災の双璧です。火
災現場では、消防署と消防団が連携・協力して消火活動
を行うことで、被害を最小限に留めることができます。
　特に広範囲に及ぶ火災では、迅速に十分な消防力を投
入することが重要であり、平成 18 年に発生した児玉町
飯倉地内の林野火災では、消防団の即時対応力・要員動
員力が消火活動の大きな力となりました。
　消防署職員は、鎮火後は火災調査や次の火災に備えて
消防署に戻らなければならないため、消防団には再燃火
災防止のための現場の監視など、一連の消火活動の中で
重要な任務を担っていただいております。
　火災現場での活動のみならず、地震等大規模災害発生
時における住民情報の収集や災害時要援護者の避難誘導
など、地域の事情に精通した消防団員の役割は、益々重
要になってくるといえます。

　消防団は、地域に密着した最も身近な機動力のある防
災機関です。地域の実情を知る地域住民が、消火活動・応
急救護訓練などを通じて災害に備えるほか、地域の防災
訓練にも参加し、日々防災行動力の向上を図っています。
　災害発生時には、消防署や自主防災組織、自治会と連
携し、消火、救助・救出、警戒巡視、避難誘導などを迅
速かつ的確に行います。また、平常時は、日ごろの訓練
のほか、消防車両から警戒音を鳴らす火災予防運動や歳
末特別警戒での巡回などを行い、地域の防災意識の向上
に努めています。
　本庄市消防団は地域防災組織のリーダー的存在とし
て、「自分たちのまちは自分たちで守る」という基本理念
に基づき、３６５日昼夜を問わず、火災などの災害から、
市民の皆さまを守るため活動していきます。

消防団と消防署の連携
強化が地域を守る

自分たちのまちは
自分たちで守る

中野 三千雄さん 野口 浩さん
Michio Nakano Hiroshi Noguchi

児玉郡市広域消防本部
消防長

本庄市消防団
団長

特別点検　火災が発生しやすくなる季節を前に、本庄方面隊及
び児玉方面隊において特別点検を実施。服装及び機械器具の点検、
ポンプ車操法、放水試験などを行っている。

出初式　新年の幕開けに際し、消防関係者の
士気を高め、火災予防を呼びかけるうえでも
重要な行事。

総合防災訓練　毎年９月、市内小学校で地元自治
会、東小学校児童、消防本部、消防団、警察など関
係機関が参加し、総合防災訓練を実施。震度７の地
震が発生し、建物の倒壊や水道、ガス等のライフラ
インの破損など甚大な被害が生じたことを想定し、
非常召集訓練や放水訓練を行っている。

— 消防団の果たす役割とは何か。消防本部・消防団双方の立場から考えるその役割を聞いた —


